
一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対する要請について 

 

令和８年２月２４日 

公正取引委員 会  

中 小 企 業 庁 

 

自動車販売業者（自動車ディーラー）が改正前の下請代金支払遅延等防止法

（昭和３１年法律第１２０号。以下「下請法」（※）といいます。）第４条第２項

第３号（不当な経済上の利益の提供要請の禁止）に掲げる行為に該当し、同項の

規定に違反する事実が認められたことから、公正取引委員会が下請法の規定に

基づく勧告を行った事例が相次いでいます（別紙参照）。 

これを踏まえ、公正取引委員会及び中小企業庁は、令和８年２月２４日、一般

社団法人日本自動車販売協会連合会に対し、当該勧告の事例及び令和７

年１２月２２日に公正取引委員会及び中小企業庁が公表した「自動車ディーラ

ー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結

果」（別紙参照）について業界内へ周知することを要請しました。併せて、取適

法の規定に違反する行為の是正及び未然防止に努めるよう、会員企業に対して

促すこと等を要請しました。 

 

公正取引委員会及び中小企業庁は、事業所管省庁と更なる連携を図りながら、

引き続き、自動車ディーラーと車体整備事業者との間の取引の適正化に向けて、

取適法の規定に違反する又は違反するおそれのある行為について、迅速かつ厳

正に対処します。 

 

※ 下請法は、令和８年１月１日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対

する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（通称：取適法）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引適正化調査室 

        電話 ０３－３５８１－３３７４（直通） 

       中小企業庁事業環境部取引課 

        電話 ０３－３５０１－１７３２（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 

       https://www.chusho.meti.go.jp/ 

 



別紙 

 

（参考１）最近の自動車ディーラーに対する下請法に基づく勧告 

勧告年月日 件名 概要 

令和８年 

２月２０日 

日産東京販売

株式会社に対

する件 

 日産東京販売株式会社は、自社が販売す

る自動車のタイヤ交換等又は自社の顧客

から請け負う自動車の板金塗装等を下請

事業者に委託していたところ、次のア及び

イの行為により、下請事業者の利益を不当

に害していた。 

ア 遅くとも令和６年８月から令和７

年７月までの間、下請事業者２５名に対

し、２，８０８台の自動車の引取り又は

引渡しに係る運送を自己のために無償

で行わせていた。 

イ 遅くとも令和６年８月から令和７

年７月までの間、下請事業者２５名のう

ち一部のものに対し、自動車に用いる部

品の引取りに係る運送を自己のために

無償で行わせていた。 

令和７年 

１１月２７日 

福岡ダイハツ

販売株式会社

に対する件 

福岡ダイハツ販売株式会社は、顧客から

請け負う自動車の板金塗装等の修理業務

を下請事業者に委託しているところ、遅く

とも令和４年８月から令和７年４月まで、

自社が請け負う自動車の修理の顧客に代

車として貸し出すために、下請事業者に対

し、合計７６台の自動車を自己のために無

償で提供させることにより、下請事業者の

利益を不当に害していた。 

無償で自動車を提供させたことによる

費用相当額は、下請事業者２４名に対し、

総額１７３９万５５９８円である。 

令和７年 

４月２４日 

株式会社スズ

キ自販大分に

対する件 

株式会社スズキ自販大分は、顧客から請

け負う自動車の板金塗装等の修理業務を

下請事業者に委託しているところ、遅くと

も令和４年５月から令和６年８月まで、自

社が請け負う自動車の修理の顧客に代車

として貸し出すために、下請事業者に対

し、合計２５台の自動車を自己のために無



償で提供させることにより、下請事業者の

利益を不当に害していた。 

 無償で自動車を提供させたことによる

費用相当額は、下請事業者８名に対し、総

額８５３万６１２３円である。 

 

（参考２）自動車ディーラー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反

被疑事件の集中調査の結果について 

   （報道発表資料） 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251222_tor

iteki_tyousa.html 
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